
老後を心配無く暮らしていくために、遺言や相続、 

成年後見制度について学びませんか？ 

今回は家族信託についても触れていきます。 

講義終了後には個別の質問にもお答えします。 
※わかりやすいテキストをお配りします。 
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【お申込み・お問合せ】 逗子市教育委員会 社会教育課 

電話 046-873-1111（内線 524） ファクス 046-872-3115 
Ｅメール syakaikyouiku@city.zushi.lg.jp 

 
 

 

 
 

日時 ６月 25 日（金）10：00～12：00  
講師 関 和範さん （行政書士） 

場所 沼間小学校区コミュニティセンター  
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令和３年度逗子市社会教育出張講座 
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遺言・相続・成年後見 
の基礎講座 

定員   先着 20人 ※市内在住・在勤者    
持ち物 筆記用具、マスク（着用します） 
申込     ６月１日（火）以降、①住所②氏名③電話番号を 

電話・ファクス・Ｅメールで逗子市教育委員会社会教育課へ 
※ファクス・Ｅメールで申し込んでから３日以内に返信がない場合は 

問い合わせてください。 

  

 

 

 

 

参 加 費 

無 料 

今から始める終活準備 
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